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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信路を介して他の映像処理装置と通信を行う通信部と、
　リモコンのキー操作に応じた操作信号を受信するリモコン通信部と、
　映像を表示する表示部と、
　前記リモコンのメニューキー押下に対応する操作信号の受信に応じて自装置のメニュー
画面を前記表示部に表示する第１制御モードと、前記メニューキー押下に対応する操作信
号の受信に応じて、メニュー画面を出力させる制御信号を前記他の映像処理装置に送信す
ると共に、前記他の映像処理装置から受信する映像信号の映像を前記表示部に表示する第
２制御モードとのいずれか一方を選択して処理を行うもので、前記第１の制御モードでメ
ニュー画面表示の解除が要求された状態での前記メニューキー押下により前記第２の制御
モードを選択し、前記第２の制御モードでメニュー画面表示の解除が要求された状態での
前記メニューキー押下により前記第１の制御モードを選択する制御部とを具備する映像処
理装置。
【請求項２】
　通信路を介して他の映像処理装置と通信を行う通信部と、
　リモコンのキー操作に応じた操作信号を受信するリモコン通信部と、
　前記リモコンのメニューキー押下に対応する操作信号の受信に応じて前記通信部から自
装置のメニュー画面の映像信号を出力する第１制御モードと、前記メニューキー押下に対
応する操作信号の受信に応じて、前記他の映像処理装置のメニュー画面を表示させる制御
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信号を前記他の映像処理装置に送信する第２制御モードとのいずれか一方を選択して処理
を行うもので、前記第１の制御モードでメニュー画面表示の解除が要求された状態での前
記メニューキー押下により前記第２の制御モードを選択し、前記第２の制御モードでメニ
ュー画面表示の解除が要求された状態での前記メニューキー押下により前記第１の制御モ
ードを選択する制御部とを具備する映像処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記リモコン通信部で受信したメニューキー押下に対応する操作信号の
受信回数に応じて、前記第１制御モード及び前記第２制御モードのいずれか一方を選択す
る請求項１又は請求項２記載の映像処理装置。
【請求項４】
　前記通信部は、制御信号を伝送する双方向の通信と、映像信号を伝送する一方向の通信
とを同一ケーブルで行う通信規格である請求項１又は請求項２記載の映像処理装置。
【請求項５】
　前記通信部は、ＨＤＭＩ規格による通信を行なう請求項１又は請求項２記載の映像処理
装置。
【請求項６】
　リモコンのメニューキー押下に対応する操作信号を受信し、
　前記リモコンのメニューキー押下に対応する操作信号の受信に応じて自装置のメニュー
画面を表示部に表示する第１制御モードと、前記メニューキー押下に対応する操作信号の
受信に応じて、メニュー画面を出力させる制御信号を他の映像処理装置に送信すると共に
、前記他の映像処理装置から受信する映像信号の映像を前記表示部に表示する第２制御モ
ードとのいずれか一方を選択して処理を行う際、前記第１の制御モードでメニュー画面表
示の解除が要求された状態での前記メニューキー押下により前記第２の制御モードを選択
し、前記第２の制御モードでメニュー画面表示の解除が要求された状態での前記メニュー
キー押下により前記第１の制御モードを選択する映像処理方法。
【請求項７】
　前記メニューキー押下に対応する操作信号の受信回数に応じて、前記第１制御モード及
び前記第２制御モードのいずれか一方を選択する請求項６記載の映像処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リモコンの１つのキー操作に応じて、ＨＤＭＩ（High-Definition Multim
edia Interface）等で接続された他の映像処理装置のメニュー操作も行なうことが可能な
映像処理装置及び映像処理方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル技術が非常に普及してきており、デジタル機器の間の通信規格も多岐に
渡っている。デジタル機器の通信規格の一つであるＨＤＭＩは、一つのケーブルで映像音
声信号の通信と制御情報の通信を異なる通信速度で行なう規格であり、この応用例も知ら
れている。
【０００３】
　特許文献１は、リモコンから送られるデータに含まれるメーカコードと機器コードをシ
ンク機器側で検出し、そのコード情報に基づいてシンク機器にＨＤＭＩ接続されているソ
ース機器のどれに対するリモコン操作だったかを判別し、対象となったソース機器とのＨ
ＤＭＩ接続を有効にするとともにＨＤＭＩ－ＣＥＣコマンドをソース機器へ送信する技術
が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２０８２９０公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、特許文献１の従来技術では、リモコンは制御対象とする接続機器ごとに
用意され、ユーザは、これらの複数のリモコンを持ち替えて操作する必要がある。
【０００５】
　本発明は、１つの操作ボタンで、当該機器と接続されている機器の両方の制御が可能な
映像処理装置及び映像処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　課題を解決するための一実施形態は、通信路を介して他の映像処理装置と通信を行う通
信部と、リモコンのキー操作に応じた操作信号を受信するリモコン通信部と、映像を表示
する表示部と、前記リモコンのメニューキー押下に対応する操作信号の受信に応じて自装
置のメニュー画面を前記表示部に表示する第１制御モードと、前記メニューキー押下に対
応する操作信号の受信に応じて、メニュー画面を出力させる制御信号を前記他の映像処理
装置に送信すると共に、前記他の映像処理装置から受信する映像信号の映像を前記表示部
に表示する第２制御モードとのいずれか一方を選択して処理を行うもので、前記第１の制
御モードでメニュー画面表示の解除が要求された状態での前記メニューキー押下により前
記第２の制御モードを選択し、前記第２の制御モードでメニュー画面表示の解除が要求さ
れた状態での前記メニューキー押下により前記第１の制御モードを選択する制御部とを具
備する。
【０００７】
　課題を解決するための別の実施形態は、通信路を介して他の映像処理装置と通信を行う
通信部と、リモコンのキー操作に応じた操作信号を受信するリモコン通信部と、前記リモ
コンのメニューキー押下に対応する操作信号の受信に応じて前記通信部から自装置のメニ
ュー画面の映像信号を出力する第１制御モードと、前記メニューキー押下に対応する操作
信号の受信に応じて、前記他の映像処理装置のメニュー画面を表示させる制御信号を前記
他の映像処理装置に送信する第２制御モードとのいずれか一方を選択して処理を行うもの
で、前記第１の制御モードでメニュー画面表示の解除が要求された状態での前記メニュー
キー押下により前記第２の制御モードを選択し、前記第２の制御モードでメニュー画面表
示の解除が要求された状態での前記メニューキー押下により前記第１の制御モードを選択
する制御部とを具備する。
【０００８】
　課題を解決するための別の実施形態は、リモコンのメニューキー押下に対応する操作信
号を受信し、前記リモコンのメニューキー押下に対応する操作信号の受信に応じて自装置
のメニュー画面を表示部に表示する第１制御モードと、前記メニューキー押下に対応する
操作信号の受信に応じて、メニュー画面を出力させる制御信号を他の映像処理装置に送信
すると共に、前記他の映像処理装置から受信する映像信号の映像を前記表示部に表示する
第２制御モードとのいずれか一方を選択して処理を行う際、前記第１の制御モードでメニ
ュー画面表示の解除が要求された状態での前記メニューキー押下により前記第２の制御モ
ードを選択し、前記第２の制御モードでメニュー画面表示の解除が要求された状態での前
記メニューキー押下により前記第１の制御モードを選択する。
【発明の効果】
【０００９】
　１つの操作ボタンで、当該機器と接続されている機器の両方の制御が可能な映像処理装
置及び映像処理方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　初めに、本発明に係る一実施形態の概要を説明する。
【００１２】
　＜概要＞
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　ＨＤＭＩ－ＣＥＣに対応した機器は、ＣＥＣラインを用いて相互にコマンドをやり取り
することが可能であり、メニュー画面の表示や設定項目の設定値変更、コマンドの実行を
相互に行うことができる。このような場合に、シンク機器に向けたリモコン操作とソース
機器に向けたリモコン操作をユーザが同一のリモコンを使って実行できるようにすること
はユーザの利便性を大きく向上させるものとなる。
【００１３】
　シンク機器にソース機器からの映像が表示されている状態において、ユーザがメニュー
画面の表示のためのメニューキー１２を最初に押した場合はシンク機器のメニューを表示
し、以降はメニューが閉じられる状態となるまで「上下左右キー」「決定キー」「キャン
セルキー」等のリモコン操作はシンク機器に向けたものと解釈し、メニューが閉じられた
状態となった後に再びメニューキー１２が押下された場合はソース機器側へＣＥＣコマン
ドを用いてメニュー画面の表示をさせ、それ以降はメニューが閉じられる状態となるまで
「上下キー」「決定キー」「キャンセルキー」はソース機器に向けたものと解釈する。つ
まり、シンク機器へのリモコン制御とソース機器へのリモコン操作をメニュー画面の表示
を基準として交互に繰り返すことで、同一のリモコンを用いてシンク機器とソース機器の
２つの機器を制御できるようになる。リモコン自体はシンク機器のリモコンであっても、
ソース機器のリモコンであっても良い。又、最初にソース機器側のメニュー画面の表示か
ら開始しても良い。
【００１４】
　次に、本発明に係る一実施形態である映像処理システムの一例を図面を用いて詳細に説
明する。図１は、本発明の一実施形態に係る複数の映像処理装置の一例を示すブロック図
である。図２は、同じく映像処理装置が用いる通信規格であるＨＤＭＩの一例を示す説明
図である。図３は、同じく映像処理装置が用いるリモコンの一例を示す概観図である。
【００１５】
　＜本発明に係る一実施形態である映像処理システムの構成の一例＞
　本発明に係る一実施形態である映像処理システム１は、図１において、リモコンＲ及び
リモコン通信部１３３を有している。ここで、リモコンＲは、シンク機器２０又はソース
機器３０をワイヤレスで制御するものである。リモコンＲは、遠隔制御のためのデータ通
信にはＩｒＤＡ、又は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）といった無線通信規格の利用が
考えられるが、これらに限定されるものではない。
【００１６】
　シンク機器２０は、ソース機器３０からの映像音声データを表示し出力するための機器
であり、具体的にはテレビ等である。ソース機器３０は、映像音声データをシンク機器２
０へ供給するための機器であり、具体的には、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤ等である。
【００１７】
　シンク機器２０は、中央演算装置である制御部１３０を持ち、制御部１３０は、記憶部
１３１と、通信部１１１と、表示部１４１と、リモコン通信部１３３の制御を行う。記憶
部１３１は、シンク機器自体の制御プログラムや音量・映像表示設定等の各種設定情報を
記憶する部分であり、具体的にはフラッシュメモリやハードディスクドライブ等である。
【００１８】
　通信部１１１は、ソース機器３０からの映像・音声データを受信するとともに、ソース
機器３０を制御するためのコマンドを送信したり、ソース機器３０側からのコマンドを受
信したりする部分である。具体的には、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interfa
ce）、有線ＬＡＮ（Local Area Network）、無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）等である。ＨＤＭＩの場合は、制御コマンドの送受信にＣＥＣ（Consumer Electronics
 Control）ラインを用いる。
【００１９】
　表示部１４１は、機器制御のためのメニュー画面やソース機器３０からの映像を表示し
たり音声再生を行う部分であり、具体的には、液晶パネルやスピーカ等である。リモコン
通信部１３３は、リモコンＲからの制御コマンドを受信する部分であり、具体的にはＩｒ
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ＤＡ受光モジュールやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール等である。
【００２０】
　一方、ソース機器３０は、中央演算装置である制御部２３０を持ち、制御部２３０は、
記憶部２３３、通信部２１１、リモコン通信部２３１の制御を行う。記憶部２３３は、ソ
ース機器３０自体の制御プログラムや音量・映像表示設定等の各種設定情報を記憶したり
、映像・音声データを保持したりしている部分であり、具体的にはフラッシュメモリやハ
ードディスクドライブ、ＨＤ　ＤＶＤドライブ等である。
【００２１】
　通信部２１１は、シンク機器２０へ映像・音声データを送信するとともに、シンク機器
２０を制御するためのコマンド（制御信号）を送信したり、シンク機器２０側からのコマ
ンド（制御信号）を受信したりする部分である。ソース機器３０を制御するためのメニュ
ー画面も、通信部２１１を経由した映像信号としてシンク機器２０へ送られる。シンク機
器２０側の通信部１１１と接続可能なインタフェース規格で実装されている部分であり、
具体的にはＨＤＭＩ、有線ＬＡＮ（Local Area Network）、無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）等である。
【００２２】
　リモコン通信部２３１は、リモコンＲ’からの制御コマンドを受信する部分であり、具
体的にはＩｒＤＡ受光モジュールやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール等である
。
【００２３】
　この実施形態において、シンク機器２０は、赤外線リモコンで遠隔制御可能なＨＤＭＩ
搭載テレビとするが、リモコンＲがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）リモコンである場合
や、通信部２１１がワイヤレスＨＤＭＩ又はワイヤレスＨＤといった無線インタフェース
である場合も考えられる。又、ソース機器３０も同様に赤外線リモコンで遠隔制御可能な
ＨＤＭＩ搭載ＨＤ　ＤＶＤプレーヤとするが、ＨＤＤ／ＤＶＤレコーダ等の記録再生機器
である場合も考えられる。この実施形態では代表的な組合せを用いて説明するが、リモコ
ンの制御方式や通信部１１１，２１１の規格を限定するものではない。
【００２４】
　・ＨＤＭＩ端子
　又、通信部１１１，２１１がＨＤＭＩである場合、ＨＤＭＩ端子は、図２に示すような
コネクタピン配列を有している。特に１３ピンのＣＥＣ信号によって、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ
プロトコルに準拠して定義されたコマンドを送受信することで、相手機器の制御が可能と
なる。
【００２５】
　又、リモコンＲは、図３に示すように、一例として、数字キー１０、入力キー１１、メ
ニューキー１２、上下左右キー・決定キー１３、戻るキー（キャンセルキー）１４、ボリ
ュームキー１７等を有しているが、この実施形態に限定されるものではない。
【００２６】
　＜本発明に係る一実施形態である映像処理システムの制御動作の一例＞
　次に、上述した構成をもつ映像処理装置（シンク機器，ソース機器）２０，３０の具体
的な制御動作を、フローチャートを用いて詳細に説明する。図４は、本発明の一実施形態
に係るシンク機器２０が表示するメニュー画面の一例を示す説明図である。図５は、同じ
くシンク機器２０が表示するメニュー画面のＰＬＡＹ画面の一例を示す説明図である。図
６は、同じくシンク側の映像処理装置のメニュー画面の表示処理の一例を示すフローチャ
ート、図７が、ソース側の映像処理装置のメニュー画面の表示処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【００２７】
　なお、以下の図６、図７のフローチャートの各ステップは、回路ブロックに置き換える
ことができ、従って、各フローチャートのステップは、全てブロックに定義しなおすこと
が可能である。
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【００２８】
　（第１実施形態：シンク機器２０側のリモコンを用いた場合）
　第１実施形態として、シンク機器２０側のリモコンＲにより、シンク機器２０とソース
機器３０の両方を制御操作する場合をフローチャートを用いて説明する。
【００２９】
　初めに、初期状態において、シンク機器２０であるテレビジョン装置と、ソース機器３
０であるＨＤ　ＤＶＤプレーヤは、図１に示すように、ＨＤＭＩケーブル３０１によって
接続されており、シンク機器２０側の映像入力は、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤが接続されたＨ
ＤＭＩ端子に設定されているものとする。又、シンク機器２０側の入力設定がこの実施形
態における制御対象機器以外（例えばチューナやその他のＨＤＭＩ入力）に設定されてい
る場合には以下に説明する動作は行わないことが好適である。
【００３０】
　又、リモコンＲは、シンク機器２０の制御用リモコンであり、リモコンキーの押下によ
って送信されるコマンドデータは、シンク機器２０が受信する。リモコンＲは少なくとも
図３に示すように、メニューキー１２、カーソル移動キー・決定キー１３、戻るキー（キ
ャンセルキー）１４の４種類のキーを持つことが好適であるが、これに限定するものでは
ない。図２の例ではカーソル移動キーは、上下左右の移動だが、上下移動のみ、左右移動
のみ、又は、上下左右の移動以上の多方向への移動が可能であってもよい。
【００３１】
　以下、図６及び図７のフローチャートを参照しながら、この実施形態の説明を行う。
【００３２】
　まず、シンク機器２０側の動作を、図６のフローチャートを参照しながら説明すると、
初めに、ユーザがリモコンＲのメニューキー１２を押下することで、リモコン通信部１３
３がシンク機器２０の制御メニューを表示するためのコマンドを受信する（ステップＳ１
１）。シンク機器２０の制御部１３０は、このコマンドに応じた操作信号を受けると、シ
ンク制御モード（第１制御モード）となり、シンク機器２０のメニュー画像を生成して映
像信号に重畳する等して画面に表示する（ステップＳ１２）。
【００３３】
　図４の（ａ）は、シンク機器のメニュー初期画面３１１であり、その後、「おしらせ」
３１１－１がカーソル１３等の操作により、（ｂ）が示すような画面３１１で「音声設定
」３１１－２にアクティブ表示が移動となる。すなわち、太線で囲まれた「おしらせ」３
１１－１がカーソルの現在位置を示しており、もちろん、ハイライト表示をしたり、文字
色を変える等、太線以外の方法でカーソル位置を示すこともできる。
【００３４】
　シンク制御モード（第１制御モード）では、リモコンＲからのコマンドを受け付けるモ
ードであり（ステップＳ１３）、ユーザがリモコンＲのいずれかのキーを押下し、リモコ
ン通信部１３３がコマンドデータを受信した場合には、制御部１３０は、そのコマンドが
「メニュー画面の表示の解除指示」となるコマンドかどうかを判断する（ステップＳ１４
）。
【００３５】
　すなわち、例えばユーザが戻るキー１４を押下したり、再びメニューキー１２を押下し
た場合を「メニュー画面の表示の解除指示」とみなすことが好適である。他にも「あるコ
マンドの実行完了」や、シンク機器２０の内部状態の遷移によって「メニュー画面の表示
の解除指示」を発生させることが好適である。
【００３６】
　ステップＳ１４にて、メニュー画面の表示の解除指示であった場合は、メニュー画面の
表示を解除した後にステップＳ１６に進む。メニュー画面の表示の解除指示が特になけれ
ば、ステップＳ１３で受け付けたコマンドを実行するものである（ステップＳ１５）。
【００３７】
　例えば、ユーザがカーソル下移動キー１３を押した場合には、メニュー画面を更新して
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カーソル位置を一項目分だけ下に移動させる。ユーザが決定キー１３を押下した場合には
、その時点でカーソルが位置する項目を実行したり、サブメニューがある場合にはサブメ
ニューを表示したりする。
【００３８】
　カーソル位置を図４の（ｂ）のように二項目分だけ下に移動させた場合、引き続きリモ
コンＲからのコマンドを受け付ける。ここまでのステップは、シンク制御モード（第１制
御モード）、すなわち、自機制御メニューモードである。
【００３９】
　次に、この「自機制御メニューモード」の終了後に、再びリモコンＲからのメニューキ
ー１２等の押下に基づくメニュー画面の表示コマンドを受信すると（ステップＳ１６）、
この時点からリモコンＲの制御対象はＨＤＭＩでシンク機器２０に接続しているＨＤ　Ｄ
ＶＤプレーヤであるソース機器３０となる。この状態をソース制御モード（第２制御モー
ド）、すなわち、他機制御メニューモードである。
【００４０】
　次に、制御部１３０は、このステップＳ１６のメニュー画面の表示コマンドを受けると
、シンク機器２０がＨＤ　ＤＶＤプレーヤに対するメニュー画面の表示コマンドとみなす
ため、シンク機器２０は、ＨＤＭＩのＣＥＣラインを経由してソース機器３０であるＨＤ
　ＤＶＤプレーヤに、「メニュー画面の表示」を指示するコマンドを送信する。
【００４１】
　この「メニュー画面の表示」を指示するコマンドは、ＣＥＣ規格では“Device Menu Co
ntrol”と呼ばれるコマンド体系の中の＜Menu Request＞［“Activate”］が相当する。
ソース機器３０であるＨＤ　ＤＶＤプレーヤ側は、このコマンドを受けて制御部２３０等
は制御メニューを作成し、出力する。
【００４２】
　制御メニューは映像信号として通信部１１１，２１１を介してシンク機器２０に送られ
、シンク機器２０の表示部１４１の画面に表示される。シンク機器２０側に表示されるソ
ース機器３０であるＨＤ　ＤＶＤプレーヤの制御メニューの初期画面例を、図４の（ｃ）
に示す。
【００４３】
　ステップＳ１２でシンク機器２０が表示したメニューと同様に、カーソルの現在位置を
太線で示している。ただし、ソース機器３０側の動作状態によってはその時点でメニュー
画面の表示ができない場合も考えられる。
【００４４】
　次に、制御部１３０は、シンク機器２０側がソース機器３０のメニュー画面の表示状態
が解除されたかどうかを確認する（ステップＳ１８）。ステップＳ１７でコマンドを受け
た後、又、ステップＳ１１でシンク機器２０から送信されたコマンドを受けた後に、ソー
ス機器３０であるＨＤ　ＤＶＤプレーヤが、メニュー画面の表示状態を解除していること
が考えられるため、シンク機器２０は、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤに対してメニュー画面の表
示状態を確認するためのコマンドをソース機器３０に送る。そして、シンク機器２０は、
その応答によって解除されたかどうかを判別する。シンク機器２０が解除されていると判
断した場合は、「他機制御メニューモード」を終了し、この実施形態の処理を終了する。
シンク機器２０が解除されていないと判断した場合は、リモコン通信部１３３及び制御部
１３０は、リモコンからのコマンド受け付けを行なう（ステップＳ１９）。
【００４５】
　なお、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ規格では、＜Menu Request＞［“Query”］が解除に相当する
。このＣＥＣコマンドを受けたソース機器３０は、＜Menu Status＞［“Activated”］で
メニュー画面の表示状態を、＜Menu Status＞［“Deactivated”］でメニュー画面の表示
状態の解除をシンク機器２０に伝える。
【００４６】
　ステップＳ１９では、制御部１３０及びリモコン通信部１３３がリモコンＲから後続の
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制御コマンドを受け付けている。これらのコマンドはソース機器３０の制御のためのコマ
ンドとシンク機器２０に向けたコマンドが混在する可能性がある。もちろん、カーソル移
動キーや決定キー等によるコマンドはソース機器３０に向けたものとしなければならない
が、シンク機器２０のみに向けられた制御コマンド（音量のＵＰ／ＤＯＷＮなど）も含ま
れることが予想される。
【００４７】
　次に、制御部１３０は、先に受け付けたコマンドがソース機器３０へ送信可能かどうか
を判別する（ステップＳ２０）。制御部１３０は、先に受け付けたコマンドがＨＤＭＩ－
ＣＥＣで規定されているソース機器３０の制御コマンド群の中に対応するものがあると判
断すれば、与えられたコマンドをソース機器３０に供給する（ステップＳ２１）。
【００４８】
　ここで、シンク機器２０のリモコンＲに「再生（PLAY）」「一時停止（Pause）」「停
止（STOP）」といったキーが装備されている場合を考える。これらのキーによってシンク
機器２０に送信されたコマンドは、ＨＤＭＩ－ＣＥＣにおいてそれぞれ“Deck Control”
コマンド体系や“Remote Control Pass Through”コマンド体系に存在するコマンドに対
応すると考えられる。このようなコマンド群はソース機器３０への送信が可能である。
【００４９】
　例えば図４の（ｃ）の表示状態でリモコンＲの「カーソル下移動キー」１３が押された
場合であれば、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤはメニュー上のカーソル位置を一項目分だけ下へ移
動し、図４の（ｄ）のような表示状態へ移行する。
【００５０】
　「決定キー」１３や戻るキー１４が押された場合は、それぞれのコマンドに応じた処理
を実行する。コマンド送信後は、ステップＳ１８に進む。
【００５１】
　しかし、ステップＳ２０で、制御部１３０は、先に受け付けたコマンドがソース機器３
０へ送信可能でないと判別すれば、シンク機器２０側でこのコマンドを実行した後、ステ
ップＳ１９に進む（ステップＳ２２）。
【００５２】
　なお、図４の（ｃ）のソース機器メニュー初期画面３１２で、ＰＬＡＹ３１２－１等が
選択され、決定キー１３で選択されれば、図５に示すような操作画面が表示される。そし
て、その後のカーソルキー、決定キー１３の操作に応じて、再生や早送り等を行なうこと
ができる。
【００５３】
　次に、ソース機器３０側の動作を図７のフローチャートを参照しながら説明する。この
ソース機器３０の動作は、シンク機器２０側が「他機制御メニューモード」にある場合に
実行されるものである。具体的には、ＨＤＭＩ－ＣＥＣラインを経由して受信したコマン
ドを実行したり、問い合わせに応じてステータスを報告することとなる。
【００５４】
　ソース機器３０であるＨＤ　ＤＶＤプレーヤの動作は比較的単純である。通信部２１１
が受信したＣＥＣコマンドに応じた処理を制御部２３０が認識すると（ステップＳ３１）
、このコマンドを制御部２３０は実行する（ステップＳ３２）。そして、制御部２３０は
、レスポンスを返すことを繰り返す。
【００５５】
　ソース機器３０であるＨＤ　ＤＶＤプレーヤ側は、シンク機器２０側がどのような状態
にあるかに関係なく、受信したＣＥＣコマンドを処理するだけでよい。
【００５６】
　以上の二つのフローチャートに示される処理によって、ユーザは、シンク機器２０用の
１つのリモコンＲを用いて、この実施形態のシンク機器２０及びソース機器３０の制御メ
ニューを任意に呼び出し、所望の動作をさせることが可能になる。
【００５７】
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　なお、上述した実施形態では、リモコンＲの１度目の押下でシンク機器２０を操作する
シンク制御モードすなわち自機制御メニューモード（第１制御モード）となり、リモコン
Ｒの２度目の押下でソース機器３０を操作するソース制御モードすなわち他機制御メニュ
ーモード（第２制御モード）となったが、この順序に限定されるものではなく、逆の順序
や他の順序であることも好適である。
【００５８】
　又、リモコンＲのメニューキー１２の押下がトリガーとなっているが、必ずしもこのキ
ーでなくともよく、他のキーの押下がトリガーであることも好適である。
【００５９】
　（第２実施形態：ソース機器３０側のリモコンを用いた場合）
　第２実施形態は、ソース機器３０側のリモコンＲ’を用いて、第１実施形態で示したシ
ンク制御モードとソース制御モードによる制御動作を行なうものである。
【００６０】
　第２実施形態の動作は、図６及び図７のシンク機器２０とソース機器３０とがそっくり
入れ替わった場合と考えてよく、第１実施形態の場合と同様の原理で動作するものである
。
【００６１】
　すなわち、第１実施形態では、テレビ用リモコンのメニューキーを用いて「自機制御メ
ニューモード」と「他機制御メニューモード」を交互に切り替える処理を説明した。同様
の処理がソース機器用リモコン、すなわちＨＤ　ＤＶＤプレーヤのリモコンを用いても実
施可能である。これは、ＣＥＣラインが双方向にコマンドをやり取りできる仕組みを持っ
ていることによる。この実施形態におけるフローチャートや処理の詳細は省略するが、ソ
ース機器側でもメニューキー１２をトリガーとして「自機制御メニューモード」と「他機
制御メニューモード」を交互に切り替えればよい。
【００６２】
　より具体的には、リモコンのメニューキー押下に応じて、ソース機器３０がメニュー画
面を作成してＨＤＭＩからメニュー画面の映像信号を出力するモードと、メニューキー押
下に応じて、シンク機器２０に対して、メニュー画面を表示させるコマンド（制御信号）
を出力するモードとを切り換えることになる。
【００６３】
　以上の処理により、ユーザはＨＤ　ＤＶＤプレーヤ用リモコンの１つを用いて２つの機
器の制御メニューを呼び出し、所望の動作をさせることが可能になる。
【００６４】
　（第３実施形態：他機制御メニューモード時の終了及び中断処理）
　第３実施形態は、「他機制御メニューモード」の終了処理及び中断処理について、具体
的に特定する。
【００６５】
　・終了処理
　すなわち、第１実施形態では、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤ側のメニュー画面の表示状態を確
認するためのＣＥＣコマンドをテレビから送信することで、「他機制御メニューモード」
の終了を判断していた。しかし、これはＣＥＣコマンドの実行の結果、ＨＤ　ＤＶＤプレ
ーヤが主体となってメニュー画面の表示状態を解除するのをテレビ側が待つというもので
ある。しかし、ユーザが積極的にＨＤ　ＤＶＤプレーヤのメニュー画面の表示状態を解除
したい場合も考えられる。
【００６６】
　このような場合に、ユーザがリモコンＲのいずれかのボタンを押したことをトリガとし
てＨＤ　ＤＶＤプレーヤに対して「メニュー画面の表示解除」を意味するコマンドを送る
ことができればユーザの利便性がさらに向上する。
【００６７】
　従って、シンク機器２０の制御部１３０は、一例として、テレビが「他機制御メニュー
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モード」となっている状態で、再びリモコンＲのメニューキー１２が押された場合、この
操作を、「ユーザによるＨＤ　ＤＶＤプレーヤのメニュー画面の表示状態の解除」を意味
するものと解釈して、「他機制御メニューモード」を終了することが好適である。
【００６８】
　これにより、シンク機器２０の制御部１３０（テレビ）は、ＣＥＣラインを経由してＨ
Ｄ　ＤＶＤプレーヤに「メニュー画面の表示状態の解除コマンド」を送信する。ＣＥＣ規
格では“Device Menu Control”と呼ばれるコマンド体系の中の＜Menu Request＞［“Dea
ctivate”］がこれに相当する。メニューキー１２の再押下に応じてこのコマンドをソー
ス機器に送信することで、ユーザは所望のタイミングで「他機制御メニューモード」を終
了させることが可能になる。
【００６９】
　・中断処理
　第１実施形態において、「他機制御メニューモード」はテレビ側の映像・音声信号入力
が制御対象ソース機器からの入力に設定されている場合を前提としていた。しかし、ユー
ザが「他機制御メニューモード」においてテレビ側の入力を切り替えることも想定される
。例えば、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤの映像を見ている途中で地上波デジタル放送のチューナ
に一時的に切り替えてニュースを見るといった状況である。この場合は、リモコンＲが依
然として「他機制御メニューモード」であると操作上、好ましくない。従って、「他機制
御メニューモード」を自動的に中断処理してしまうことが好適である。
【００７０】
　従って、シンク機器２０の制御部１３０は、一例として、テレビが「他機制御メニュー
モード」となっている状態で、入力先をソース機器３０（ＨＤ　ＤＶＤプレーヤ等）から
他に切り替えられた場合、一旦「他機制御メニューモード」を中断することが好適である
。
【００７１】
　その後、シンク機器２０の制御部１３０は、再びユーザが入力先をソース機器３０（Ｈ
Ｄ　ＤＶＤプレーヤ等）に戻したことを確認すると、中断した「他機制御メニューモード
」を再開することが好適である。
【００７２】
　中断している間、テレビは通常の動作モードとなり、リモコンから発せられたコマンド
類は「ソース機器への送信が可能かどうか？」を判断せず、ＣＥＣコマンドは送信されな
いようにする。こうすることにより、ユーザはいつでもテレビ入力を自由に切り替えるこ
とが可能になる。更に、ユーザが入力を切り替えボタンを押下した時点でＨＤ　ＤＶＤプ
レーヤが再生状態にあるのであれば、「一時停止(Pause)」ＣＥＣコマンドをＨＤ　ＤＶ
Ｄプレーヤに送信し、その後に「他機制御メニューモード」を中断することが好適である
。
【００７３】
　すなわち、ユーザが入力を切り替えて別の映像を見ている間、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤは
再生を一時停止し、さらに、ユーザが入力を元に戻した時点で「再生(PLAY)」ＣＥＣコマ
ンドを送れば、ユーザは入力を切り替え前の映像シーンの続きを見ることが可能になる。
【００７４】
　これにより、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤの再生するシーンを一部たりとも見落とすことなく
、更に、リモコンＲの制御についても誤動作を防止することが可能となる。
【００７５】
　以上、本発明に係る実施形態によれば、制御コマンドを相互に通信可能なインタフェー
スで接続されたシンク機器とソース機器の間で、シンク機器の制御モードとソース機器の
制御モードを交互に切り替えることで、ひとつのリモコンで２つの機器が制御可能になる
。
【００７６】
　また、ソース機器が再生中であり、かつシンク機器側で入力切り替えを実施した場合に
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、ソース機器に一時停止コマンドを送った後にソース機器制御を中断し、再び入力が元に
戻された時点で再生コマンドを送ることで、入力切り替え中にソース機器の再生シーンを
見落とすことが無くなる。
【００７７】
　＜本発明に係る一実施形態である映像処理システムの具体的な一例＞
　次に、上述した映像処理システムの具体的な一例を図面を用いて以下に紹介する。図８
は、本発明の一実施形態に係るシンク側の映像処理装置の構成の一例を示すブロック図で
ある。図９は、同じくソース側の映像処理装置の構成の一例を示すブロック図である。
【００７８】
　・シンク機器２０
　シンク機器２０は、図８に示すように、一例として、デジタルテレビジョン装置である
。シンク機器２０は、入力側のセレクタ部１１６と、出力側のセレクタ部１１７とを有し
ており、入力側のセレクタ部１１６には、ＬＡＮや上述したＨＤＭＩやディスプレイポー
ト等の通信部１１１と、いわゆる衛星放送であるＢＳ／ＣＳチューナ部１１２と、いわゆ
る地上波チューナ部１１３とが接続され、エンコーダ部１２１に信号を出力する。又、Ｂ
Ｓ／ＣＳチューナ部１１２には衛星アンテナが、地上波チューナ部１１３には地上波アン
テナが接続されている。
【００７９】
　又、シンク機器２０は、バッファ部１２２と、ＭＰＥＧデコーダ部１２３と、音声映像
処理部１２４と、映像信号に操作信号等を重畳するＯＳＤ１２５と、分離部１２９を有し
ており、これらの各部は、データバスを介して全体の動作を制御する制御部１３０に接続
されている。更に、セレクタ部１１７の出力は、表示部１４１に接続される。
【００８０】
　更に、シンク機器２０は、ユーザの操作やリモコンＲの操作を受けるリモコン通信部１
３３を有している。ここで、リモコンＲは、シンク機器２０の本体に設けられる操作部１
３２とほぼ同等の操作を可能とするものであり、チューナの操作、予約録画の設定等、各
種設定が可能である。
【００８１】
　このような構成のシンク機器２０によっても、上述したように、１個のリモコンのメニ
ューキー等の押下で切り替えることで、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ等を用いて、リモコンの機器と
接続されている機器との両方の制御が選択的に可能となる。
【００８２】
　・ソース機器３０
　ソース機器３０は、図９に示すように、一例として、ＨＤ　ＤＶＤを扱うハードディス
クレコーダである。ソース機器３０は、図９に示すように、２種類のディスクドライブ部
を有する。まず、ビデオファイルを構築できる情報記録媒体である第１のメディアとして
の光ディスクＤを回転駆動し、情報の読み書きを実行する光ディスクドライブ部２１９を
有する。ここで、光ディスクＤは、一例として、ＨＤ ＤＶＤであるがこれに限定される
ものではない。又、第２のメディアとしてのハードディスクを駆動するハードディスクド
ライブ部２１８を有する。制御部２３０は、全体の動作を司るべくデータバスを介して各
部に接続されている。
【００８３】
　又、図９に示されるソース機器３０は、録画側を構成するエンコーダ部２２１と、再生
側を構成するＭＰＥＧデコーダ部２２３と、装置本体の動作を制御する制御部２３０とを
主たる構成要素としている。ソース機器３０は、入力側のセレクタ部２１６と出力側のセ
レクタ部２１７とを有しており、入力側のセレクタ部２１６には、ＬＡＮ等の通信部２１
１と、いわゆる衛星放送（ＢＳ／ＣＳ）チューナ部２１２と、いわゆる地上波チューナ部
２１３とが接続され、エンコーダ部２２１に信号を出力する。又、衛星放送チューナ部２
１２には衛星アンテナが、地上波チューナ部２１３には地上波アンテナが接続される。
【００８４】
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　又、ソース機器３０は、エンコーダ部２２１と、エンコーダ部２２１の出力を受け、デ
ータ編集等の所望のデータ処理を行うデータ編集部２２０と、データ編集部２２０に接続
されるハードディスクドライブ部２１８と、光ディスクドライブ部２１９を有している。
更に、ソース機器３０は、ハードディスクドライブ部２１８と、光ディスクドライブ部２
１９からの信号を受けてデコードするＭＰＥＧデコーダ部２２３と、エンコーダ部２２１
と、バッファ部２２２と、ＭＰＥＧデコーダ部２２３と、多重化部２２８と、分離部２２
９と、制御部２３０と、映像画面に所望の映像を合成するＯＳＤ部２３４と、セカンダリ
管理部２４２と、予約リストや番組表画像を生成する予約録画部２４３を有している。こ
れらの各部は、データバスを介して制御部２３０に接続されている。更に、セレクタ部１
７の出力は、外部の受像機２４１に接続されるか、外部装置との通信を行うインタフェー
ス部２２７を介して、外部装置に供給される。
【００８５】
　更に、ソース機器３０は、データバスを介して制御部２３０に接続され、ユーザの操作
やリモコンＲの操作を受ける操作部２３２を有している。ここで、リモコンＲは、ソース
機器３０の本体に設けられる操作部２３２とほぼ同等の操作を可能とするものであり、ハ
ードディスクドライブ部２１８や光ディスクドライブ部２１９の記録再生指示や、編集指
示、チューナの操作、予約録画の設定等の各種設定が可能である。
【００８６】
　このような構成のソース機器３０において、光ディスクに例を取って、再生処理と記録
処理の概要を説明する。すなわち、制御部２３０の制御下において、所定速度に回転され
る光ディスクＤは、レーザ光が照射されその反射光が光ピックアップにより検出され、こ
れに基づく検出信号が出力される。この検出信号に基づいて、ＲＦ信号が生成され、デー
タの読取処理に続いて再生処理が行われる。
【００８７】
　又、光ディスクの記録処理は、制御部２３０の制御下において、例えば図示しない入力
部を介しセレクタ部２１６を介して供給されたデータは、エンコーダ部２２１に供給され
、コード化されて出力される。このコード化出力と制御部２３０の出力に応じて、レーザ
ドライバの駆動電流が光ピックアップに供給され、光ディスクＤの記憶領域に照射するこ
とで、記録処理が行われるものである。
【００８８】
　以上、本発明に係る一実施形態であるシンク機器２０及びソース機器３０は、上述した
ようなテレビジョン装置やハードディスクレコーダ装置等で実施できるものであり、１個
のリモコンのメニューキー等の押下で切り替えることで、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ等を用いて、
リモコンの機器と接続されている機器との両方の制御が選択的に可能となる。しかしなが
ら、これらの実施形態に限定されることはなく、多くの映像処理装置において適用するこ
とが可能である。
【００８９】
　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の一実施形態に係る複数の映像処理装置の一例を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る映像処理装置が用いる通信規格であるＨＤＭＩの一例
を示す説明図。
【図３】本発明の一実施形態に係る映像処理装置のリモコンの一例を示す概観図。
【図４】本発明の一実施形態に係る映像処理装置が表示するメニュー画面の一例を示す説
明図。
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【図５】本発明の一実施形態に係る映像処理装置が表示するメニュー画面のＰＬＡＹ画面
の一例を示す説明図。
【図６】本発明の一実施形態に係るシンク側の映像処理装置のメニュー画面の表示処理の
一例を示すフローチャート。
【図７】本発明の一実施形態に係るソース側の映像処理装置のメニュー画面の表示処理の
一例を示すフローチャート。
【図８】本発明の一実施形態に係るシンク側の映像処理装置の構成の一例を示すブロック
図。
【図９】本発明の一実施形態に係るソース側の映像処理装置の構成の一例を示すブロック
図。
【符号の説明】
【００９１】
　２０…シンク機器、３０…ソース機器、１１１…通信部、１３０…制御部、１３１…記
憶部、１３３…リモコン通信部、１４１…音声映像出力部、Ｒ…リモコン、３０…ソース
機器、２１１…通信部、２３０…制御部、２３１…リモコン通信部、２３３…記憶部、Ｒ
…リモコン。

【図１】 【図２】
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【図５】
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